
会
計

年
度

任
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職
員

制
度

に
つ

い
て

総
務

省
自
治
行
政
局

公
務

員
部
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任
期

の
定
め
の
な
い

常
勤

職
員

（
法
１
７
条
）

再
任

用
職

員

（
法
２
８
条
の
４
）

任
期

付
職

員

（
任
期
付
法
３
条
・
４
条
・
５
条
）

臨
時

・
非
常
勤
職
員

①
特
別
職
非
常
勤

職
員

（
法
３
条
３
項
３
号
）

②
一

般
職

非
常

勤
職

員

（
法
１
７
条
）

③
臨

時
的

任
用

職
員

（
法
２
２
条
２
項
・
５
項
）

本
格
的
業

務
主

に
特

定
の

学
識

・
経

験

を
必
要
と
す
る
業
務

補
助

的
な
業

務
緊

急
・
臨

時
の

業
務

任
期

任
期
の
定

め
な
し

１
年

以
内

（
年
金
支
給
開
始
年
齢
ま
で
更

新
す
る
こ
と
が
で
き
る
）

（
法
２
８
条
の
４
）

３
年
以
内
又
は
５
年
以
内

（
４
条
及
び
５
条
に
つ
い
て
、
再

度
の
任
用
は
あ
り
得
る
）

（
任
期
付
法
６
条
）

原
則
１
年
以
内

（
再
度
の
任
用
は
あ
り
得
る
）

（
通

知
）

原
則

１
年

以
内

（
再
度
の
任
用
は
あ
り
得
る
）

（
通

知
）

６
月

以
内

更
新

は
１
回

限
り
（
最
長
１
年

)
（
再
度
の
任
用
は
あ
り
得
る
）

（
法

２
２
条
）

勤
務

時
間

フ
ル

タ
イ
ム

フ
ル
タ
イ
ム
又
は
短
時

間
勤

務

給
与

給
料

と
手
当
を
支
給

（
地

方
自

治
法
２
０
４
条
）

常
勤
の
職
員
に
は

給
料

と
手

当
を
、
非

常
勤

の
職

員
に
は

報
酬

と
費

用
弁

償
を
支

給

（
地

方
自

治
法

２
０
３
条

の
２
、
２
０
４
条

）

種
類

別
職

員
数

(H
2
8
.4
現
在

)

約
２
７
４
万
人

※
１

（
主
な
内
訳
）

一
般
行
政
部
門

９
１
万
人

教
育
部
門

１
０
２
万
人

警
察
部
門

２
９
万
人

消
防
部

門
１
６
万
人

約
９
．
８
万
人

※
２

（
内

訳
）

常
時
勤
務
職
員

３
．
８
万
人

短
時
間
勤
務
職
員

６
．
０
万
人

約
１
．
２
万
人

※
３

（
内
訳
）

３
条

(専
門
的
知
識
等

)
２
千
人

４
条

(時
限
的
な
職

)
４
千
人

５
条

(短
時
間
勤
務

)
６
千
人

約
２
２
万
人

※
４

（
主
な
内
訳
）

相
談
員
、
研
究
員
、
館
長
等

６
．
９
万
人

一
般
事
務
職
員

５
．
０
万
人

約
１
７
万
人

※
４

（
主
な
内
訳
）

一
般
事
務
職
員

４
．
３
万
人

保
育
士
等

２
．
９
万
人

約
２
６
万
人

※
４

（
主
な
内
訳
）

一
般
事
務
職
員

６
．
６
万
人

保
育
士
等

５
．
１
万
人

教
員
・
講
師

５
．
７
万
人

地
方
公
務
員
の

常
勤
職
員
、
臨
時
・
非
常
勤
職
員
及
び

任
期
付
職
員
に
係
る
現
行
制
度
に
つ
い
て

※
「
法

」
と
は

地
方
公
務
員
法
、
「
任
期
付
法
」
と
は
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職

員
の
採

用
に
関
す
る
法

律
を
い
う
。

※
1

出
典
：
地
方
公
共
団
体
定
員
管
理
調
査
（
総
務
省
）
（
再
任

用
職
員
及
び
任
期
付

職
員
と
一
部
重

複
）

※
2

出
典
：
地
方
公
務
員
の
再
任
用
実
態
状
況
等
調
査
（
総
務

省
）

※
3

出
典
：
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
任
期
付
採
用
制
度
の
運
用
状
況
に
関
す
る
調
査
（
総
務
省
）

※
4

出
典
：
地
方
公
務
員
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
に
関
す
る
実
態
調
査
（
総
務

省
）

（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
１
９
時
間
２
５

分
以
上
で

、
任
用

期
間
が
６

ヶ
月
以

上
（
見
込

み
を
含

む
）
で

あ
る
者

。
）
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地
方

公
務

員
に
お
け
る
臨

時
・
非

常
勤

職
員

の
現

状

特
別

職
（
地

方
公
務
員
法
非
適

用
）

首
長
、
議
員
、
委

員
等

特
別
職
非
常

勤
職

員
22

万
人

一
般
職
非
常

勤
職

員
17

万
人

臨
時
的
任
用

職
員

26
万

人
一
般

職
（
地

方
公
務
員
法
適
用

）

【
課
題

１
】

通
常

の
事

務
職
員
も
「
特
別
職
」
で

任
用

「特
別
職

」・
・・

本
来

、
専

門
性

が
高

い
者

等

※
特

別
職

に
は

、
守

秘
義

務
、
政
治

的

行
為

の
制

限
な
ど
の

公
共

の
利
益

保
持

に
必
要

な
諸

制
約

が
課

さ
れ

て
い
な
い

（
地

方
公

務
員

法
非
適

用
）


厳
し
い
地
方
財
政
の
状
況
が
継
続
す
る
中
、
教
育
、
子
育
て
な
ど
増

大
し
多
様
化
す
る
行
政
需
要
に
対
応
す
る
た
め
、
地
方
公
務
員
に

お
け
る
臨
時
・
非
常
勤
職
員
数
は
増
加
。

H1
7

45
.6
万
人

→
H2

0
49

.8
万
人

→
H2

4
59

.9
万
人

→
H2

8
64

.3
万
人

（
事

務
補

助
約

10
万
人

、
教

員
・
講

師
約

9万
人

、
保

育
士

約
6万

人
、
給

食

調
理

員
約

4万
人

、
図

書
館

職
員

約
1.

7万
人

な
ど
、
幅

広
い
分

野
で
活

用
）


こ
れ
ま
で
に
も
平
成
２
６
年
総
務
省
通
知
等
に
よ
り
助
言
を
行
っ
て

き
た
が
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
は
制
度
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い

任
用
が
行
わ
れ
て
お
り
（
課
題

１
・
２
）
、
ま
た
、
処
遇
上
の
課
題

（
課

題
３
）
も
あ
る
。

【
課

題
３
】

労
働

者
性

の
高

い
非

常
勤

職
員

に

期
末

手
当

の
支

給
が

で
き
な
い

※
国
家
公
務
員
の
非
常
勤
職
員
は

支
給
可
能

※
民
間
で
は
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」

に
向
け
た
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る

【
課

題
２
】

採
用

方
法

等
が

明
確

に
定

め
ら
れ

て

い
な
い
た
め
、
一

般
職

非
常

勤
職

員
と

し
て
の

任
用

が
進

ま
な
い

※
一
般
職
非
常
勤
職
員
と
し
て
任
用

す
る
こ
と
自
体
に
疑
問
を
持
つ
自
治

体
も
あ
り

＜
任

用
上

の
課

題
＞

＜
処

遇
上

の
課

題
＞

地
方

公
務

員
に
お
け
る
臨

時
・
非
常

勤
職
員

の
現
状
と
課
題

（
「
地
方
公
務
員
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
及
び
任
期
付
職
員
の
任
用
等
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
」
報
告
書
の
ポ
イ
ン
ト
）
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１．
地
方
公
務
員
法
の

一
部
改
正

【
適
正
な

任
用
等
を
確
保
】

地
方
公
務
員
法
及
び

地
方
自
治
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成

2
9
年
法
律
第

2
9
号
）
の

概
要

地
方

公
共

団
体

に
お
け
る
行

政
需

要
の

多
様

化
等

に
対

応
し
、
公

務
の

能
率

的
か

つ
適

正
な
運

営
を
推

進
す
る
た
め
、
地

方
公

務
員

の
臨

時
・
非

常
勤
職

員
（
一

般
職
・
特
別
職
・
臨
時
的
任
用
の
３
類

型
）に

つ
い
て
、
特
別

職
の

任
用
及

び
臨

時
的

任
用
の
適
正
を
確
保
し
、
並
び
に
一
般
職
の
会

計
年

度
任

用
職

員
の

任
用

等
に
関

す
る
制

度
の

明
確

化
を
図

る
と
と
も
に
、
会

計
年
度

任
用

職
員

に
対

す
る
給

付
に
つ
い
て
規

定
を
整

備
す
る
。

（
１
）

特
別
職
の
任
用
及
び
臨
時
的
任
用
の
厳

格
化

①
通
常
の
事
務
職
員
等
で
あ
っ
て
も
、
「特

別
職
」
（
臨
時
又
は
非
常
勤
の
顧
問
、
参
与
、
調
査
員
、
嘱
託
員
等
）
と
し
て

任
用
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
一
般
職
で

あ
れ

ば
課

さ
れ

る
守

秘
義

務
な
ど
の

服
務

規
律

等
が

課
さ
れ

な
い
者

が
存

在
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
法

律
上

、
特

別
職

の
範

囲
を
、
制

度
が

本
来
想
定
す
る
「専

門
的
な
知
識
経
験
等
に
基
づ
き
、
助
言
、
調
査
等
を
行
う
者

」に
厳
格
化

す
る
。

地
方
の
厳
し
い
財

政
状
況
が
続
く
中
、
多
様
化
す
る
行
政
需
要
に
対
応
す
る
た
め
、
臨
時
・
非
常

勤
職

員
が

増
加

（⑰
4
5
.6
万
人
→
⑳

4
9
.8
万
人
→

㉔
5
9
.9
万

人
→

㉘
6
4.

3
万

人
）
し
て
い
る
が

、
任
用
制
度
の
趣
旨

に
沿
わ
な
い
運
用
が
見

ら
れ
、
適
正
な
任
用
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
以
下
の

改
正

を
行
う
。

【
施

行
期
日
】

平
成

3
2
年
４
月
１
日

○
会
計
年
度
任

用
職
員
に
つ
い
て
、
期
末
手
当
の
支
給
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
給
付
に
関

す
る
規
定

を
整
備

す
る
。

地
方

の
非

常
勤
職

員
に
つ
い
て
は

、
国
と
異
な
り
、
労

働
者

性
が

高
い
者

で
あ
っ
て
も
期
末
手

当
が

支
給
で
き
な
い
た
め
、
上

記
の

適
正
な
任

用
等

の
確
保
に
伴
い
、
以
下
の
改
正
を
行
う
。

２
．
地
方
自
治
法
の

一
部
改
正

【
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
給
付
を
規
定
】

（
２
）

一
般
職
の
非
常
勤
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
制
度
の
明
確
化

法
律

上
、
一

般
職

の
非

常
勤

職
員

の
任

用
等

に
関

す
る
制

度
が

不
明

確
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
一

般
職

の
非

常
勤

職
員

で
あ
る
「
会

計
年

度
任

用
職

員
」
に
関
す
る
規
定
を
設
け
、
そ
の
採
用
方
法
や
任
期
等
を
明
確
化
す
る
。

②
「
臨
時
的
任

用
」
は
、
本
来

、
緊
急
の
場

合
等

に
、
選
考
等
の

能
力
実
証
を
行
わ
ず
に
職
員
を
任
用
す
る
例
外
的
な
制
度
で
あ
る
が
、
こ
う
し

た
趣
旨
に
沿
わ
な
い
運
用
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
対
象
を
、
国
と
同
様
に
「
常
勤
職
員

に
欠

員
を
生
じ
た
場

合
」に

厳
格
化
す
る
。

公
布
：

平
成
29
年
5月

17
日
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＜
職
の
整
理

＞常
勤
職
員
と
臨
時
・
非
常
勤
職
員
と
の
関
係

5



「
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
」
導
入
等
に
係
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
想
定
）

改
正
法
公
布

H
2
9
.5

.1
7

マ
ニ
ュ
ア
ル
（
第
１
版
）（
案
）の

提
示

地
方
公
共
団
体
へ
の
意
見
照
会

H
2
9
.6
月
～

7月

H
2
9
.8

.2
3-

24

H
2
9
年
度
末

ブ
ロ
ッ
ク
会
議
・都

道
府
県
毎
の

説
明
会
等
に
お
け
る
制
度
解
説

人 事 ・ 給 与 シ ス テ ム の 改 修

H
3
2
.4

.1
改
正
法
施
行

臨
時
・
非
常
勤
職
員
全
体
の

任
用
根
拠
の
適
正
化

マ
ニ
ュ
ア
ル
（
第
１
版
）の

提
供
、
説
明

総
務

省
各

地
方
公
共
団
体

会
計
年
度
任
用
職
員

制
度
の
整
備

・
特
別
職
非
常
勤
職
員

の
任
用
の
適
正
確
保

に
向
け
た
検
討

・
臨
時
的
任
用
の
適
正

確
保
に
向
け
た
検
討

臨
時
・
非
常
勤
の

職
の
再
設
定

任
用
、
勤
務
条
件

等
の
検
討

任
用
、
勤
務
条
件

等
の
確
定

職
員
団
体
等

と
の
協
議

関
係
条
例
（
案
）を

議
会
へ
上
程

関
係
規
則
の
制
定
改
廃

H
3
1
.春

～

会
計
年
度
任
用
職
員
の
採
用

会
計
年
度
任
用
職
員
の
募
集
開
始予
算

要
求

・
措

置

※
こ
れ

よ
り
早

い
段

階
で
の

制
度

整
備

も
あ
り
得

る

※

H
3
0
.8

.2
2-

23
追
加

Q
&

Aの
提
供

、
説
明

準
備
状
況
等
に
関

す
る
調
査
に
係
る

地
方
公
共
団
体
ヒ
ア
リ
ン
グ

H
3
0
.7
月
～

9月

H
3
0
.1

0
.1

8
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
第
２
版
）の

提
供

臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
実
態
把
握

（
人
事
当
局
に
よ
る
統
一
的
な
調
査
）

・
各
種
会
議
等
に
お
け
る
制
度
解

説 ・
検
討
状
況
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
等

・
地
方
財
政
措
置

に
係
る
検
討

6



会
計
年

度
任

用
職

員
制

度
関

係
条

例
案

の
議

会
提

案
予

定
時
期
等
に
つ
い
て

〈
関
係
条
例
案
の
議
会
提
案
（
予
定
）
時
期
（
平
成

3
1
年
４
月
１
日
現
在
）
〉

９
割

近
く
の
団
体
（
都
道
府
県
・
指
定
都
市
は
全
団
体
）
が
令
和
元
年
９
月
ま
で
に
議
会
提
案
を
実
施
又
は

予
定
す
る
一
方

で
、

1
0
～

1
2
月
に
議

会
提
案
を
予
定
し
て
い
る
団
体
が
１
割
程
度
あ
る
。

各
団
体
に
お
い
て
は
、
募
集
開

始
時
期
や
制
度
の
周
知
期
間
な
ど
を
勘
案
し
た
上
で
、
遺
漏
な
く
速
や
か
に

条
例
制
定
の
準
備
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

7



特
別
職
非
常
勤
職
員
の
任
用
の
適
正
確
保

ポ
イ
ン
ト

○
地
方
公
務
員
法
の
「
守
秘
義
務
」
な
ど
の
服
務
等
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
者
が
、
特
別
職
非
常
勤
職
員
の
「
嘱
託
員
」
等
と

し
て
任
用
さ
れ
、
機
密
保
持
等
の
面
で
問
題
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
特
別
職
非
常
勤
職
員
の
任
用
要
件
を
厳
格
化

○
地
方
公
務
員
法
第
３
条
第
３
項
第
３
号
に
掲
げ
る
職
に
つ
い
て
、
専
門
的
な
知
識
経
験
等
に
基
づ
き
、
助
言
、
調
査
等
を
行
う
も

の
に
要
件
の
厳
格
化
を
行
い
、
同
号
及
び
同
項
第
３
号
の
２
に
該
当
す
る
職
の
範
囲
を
具
体
的
に
明
示

○
こ
れ
ら
に
該
当
し
な
い
職
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
は
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
に
移
行
す
る
な
ど
、
そ
の
職
の
取
扱
い
に
つ

い
て
、
留
意
が
必
要

地
方
公
務
員
法
第
３
条
第
３
項
第
３
号

○
地
方
公
務
員
法
第
３
条
第
３
項
第
３
号
に
掲
げ
る
特

別
職
に
つ
い
て
、

①
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
識
見
を
有
す
る
こ
と

②
当
該
知
識
経
験
等
に
基
づ
き
事
務
を
行
う
労
働
者

性
の
低
い
職
で
あ
る
こ
と

③
事
務
の
種
類
は
、
助
言
、
調
査
、
診
断
又
は
総
務

省
令
で
定
め
る
事
務
で
あ
る
こ
と

の
全
て
の
要
件
に
該
当
す
る
職
に
限
定

該
当
す
る
事
務

該
当
す
る
職
の
例

助
言

顧
問
、
参
与
な
ど

※
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
対
す
る
助
言
を
行
う
職

調
査

建
築
物
調
査
員
（
建
築
基
準
法
第

12
条
）
な
ど

診
断

学
校
医
（
学
校
保
健
安
全
法
第

23
条
）
な
ど

総
務
省
令
で
定
め
る
事
務

斡
旋
員
（
労
働
関
係
調
整
法
第

12
条
第

1項
）

地
方
公
務
員
法
第
３
条
第
３
項
第
３
号
に
該
当
す
る
職
の
イ
メ
ー
ジ

地
方
公
務
員
法
第
３
条
第
３
項
第
３
号
の
２

○
投
票
管
理
者
、
開
票
管
理
者
、
選
挙
長
、

選
挙
分
会
長
、
審
査
分
会
長
、
国
民
投
票
分

会
長
、
投
票
立
会
人
、
開
票
立
会
人
、
選
挙

立
会
人
、
審
査
分
会
立
会
人
、
国
民
投
票
分

会
立
会
人
な
ど
が
該
当

特
別
職
か
ら
一
般
職
へ
移
行
す
る
職

○
以
下
の
職
に
つ
い
て
は
会
計
年
度
任
用
職
員
に
移
行

○
事
務
補
助
職
員
、
保
育
士
、
勤
務
医
、
看
護
師
、
臨
床
心
理
士
、
清
掃
作
業
員
、

消
費
生
活
相
談
員
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
、
集
落
支
援
員
、
学
校
の
講
師
、
給

食
調
理
員
、
外
国
語
指
導
助
手
（
Ａ
Ｌ
Ｔ
）
、
部
活
動
指
導
員
、
図
書
館
職
員
、

公
民
館
長
、
公
民
館
職
員
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
、
警
察
安
全
相
談
員
、
交
番
相
談
員
な
ど

8



臨
時
的
任
用
の
適
正
確
保

ポ
イ
ン
ト

○
臨
時
的
任
用
は
、
緊
急
の
場
合
等
、
正
規
の
任
用
手
続
き
を
経
る
い
と
ま
の
な
い
と
き
に
特
例
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
国
家
公
務
員
の
取
扱
い
を
踏
ま
え
、
「
常
勤
職
員
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
」
に
限
定

○
改
正
法
に
基
づ
く
臨
時
的
任
用
職
員
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
任
用
さ
れ
、
常
勤
職
員
が
行
う
べ
き
業
務
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
給

料
、
旅
費
及
び
手
当
が
支
給

改
正
法
の
概
要

＜
改
正
法
施
行
前
＞

○
下
記
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
正
規
の
任
用
手
続

き
を
経
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
に
認
め
ら
れ
る
も
の

i)
緊
急
の
場
合

例
：
災
害
発
生
時
に
要
員
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

ⅱ
)
臨
時
の
職
に
関
す
る
場
合

例
：
１
年
以
内
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職

ⅲ
）
採
用
候
補
者
名
簿
等
が
な
い
場
合

例
：
名
簿
登
載
者
が
全
て
任
用
さ
れ
た
場
合
等

臨
時
的
任
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
（
例
）

そ
の
他
の
取
扱
い

○
災
害
そ
の
他
重
大
な
事
故
が
発
生
し
、
そ
の
復
旧

に
緊
急
の
人
手
を
要
す
る
場
合

○
一
時
的
に
事
務
量
が
増
大
し
多
忙
と
な
る
時
期
に

任
用
す
る
場
合

○
介
護
休
暇
、
産
休
等
の
職
員
の
職
務
を
処
理
す
る

職
で
当
該
期
間
を
限
度
と
し
て
任
用
す
る
場
合

※
マ
ニ
ュ
ア
ル

(第
２
版

)Ⅲ
Q
＆

A
問
３
－
１
参
照

○
臨
時
的
任
用
の
任
期
が
施
行
日
を
ま
た
が
る
場
合
に
経
過
措
置
を
規
定

※
「
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
」
に
限
定

○
不
適
切
な
空
白
期
間
は
是
正
が
必
要

○
給
与
水
準
は
、
常
勤
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
等
に
基
づ
き
、
資
格

や
経
験
年
数
を
考
慮
し
て
適
切
に
決
定
（
下
位
級
へ
の
格
付
け
や
上
限
の
設
定
は
不
可
）

○
諸
手
当
に
つ
い
て
は
、
常
勤
職
員
と
同
様
に
支
給
す
る
必
要

○
任
用
の
日
か
ら
地
方
公
務
員
共
済
制
度
・
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金

に
よ
る
補
償
が
適
用

＜
改
正
法
施
行
後
＞

「
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
」

に
該
当
す
る
こ
と
を
新
た
に
追
加

→
改
正
法
に
基
づ
く
臨
時
的
任
用
職
員

・
フ
ル
タ
イ
ム
で
任
用

(パ
ー
ト
タ
イ
ム
は
不
可

)
・

常
勤
職
員
が
行
う
べ
き
業
務
に
従
事

・
給
料
、
旅
費
及
び
手
当
を
支
給

緊
急
の
場
合

例
）
災
害
発
生
時
に
要
員
充
足
す
る
必
要
が

あ
る
場
合

臨
時
の
職
に

関
す
る
場
合

例
）
１
年
以
内
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
職

採
用
候
補
者
名
簿

等
が
な
い
場
合

例
）
名
簿
登
載
者
が
全
て
任
用
さ
れ
た

場
合
等

9



会
計
年
度
任
用
職
員
の
募
集
・
任
用
・
服
務

ポ
イ
ン
ト

○
募
集
・
任
用
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
限
り
広
く
募
集
を
行
う
な
ど
、
適
切
な
募
集
を
行
っ
た
上
で
、
競
争
試
験
又
は
選
考
に

よ
り
、
客
観
的
な
能
力
実
証
を
行
う
必
要
（
常
勤
職
員
は
競
争
試
験
に
よ
る
こ
と
が
原
則
）

○
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
地
方
公
務
員
法
の
服
務
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
、
懲
戒
処
分
等
の
対
象
と
な
る
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の

会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
の
制
限
が
対
象
外
）

募
集
・
能
力
実
証

○
採
用
に
あ
た
っ
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
す
る
な

ど
、
で
き
る
限
り
広
く
、
適
切
な
募
集
を
行
っ
た
上
で
、

競
争
試
験
又
は
選
考
に
よ
り
、
客
観
的
な
能
力
の
実
証
を

行
う
必
要 任
用

○
募
集
、
任
用
に
あ
た
り
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て

の
任
用
で
あ
る
こ
と
の
明
示
が
必
要

〇
任
用
に
あ
た
り
、
勤
務
条
件
の
明
示
が
必
要

服
務
及
び
懲
戒

○
服
務
に
関
す
る
各
規
定
が
適
用
さ
れ
、
か
つ
、
懲
戒
処
分
の

対
象
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
公
務
運
営
の
適
正
確
保
の
観
点

か
ら
関
係
規
定
の
適
切
な
運
営
が
必
要

○
募
集
に
あ
た
り
、
勤
務
条
件
の
明
示
が
必
要

※
任
用
期
間
、
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
、
給
付
、
始
業
・
終
業
時
刻
な
ど

○
平
等
取
扱
い
の
原
則
（
地
方
公
務
員
法
第

13
条
）
を
踏
ま
え
、

年
齢
や
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
均
等
な
機
会
を
与
え
る
必
要

○
任
期
に
つ
い
て
は
、
１
会
計
年
度
の
範
囲
内
で
、
任
命

権
者
が
職
務
の
遂
行
に
必
要
か
つ
十
分
な
期
間
を
定
め
る

○
任
用
期
間
、
勤
務
日
数
又
は
勤
務
時
間
の
長
短
等
に
か

か
わ
ら
ず
、
条
件
付
採
用
が
適
用
（
再
度
の
任
用
に
お
い

て
も
条
件
付
採
用
期
間
あ
り
）

※
条
件
付
採
用
期
間
は
１
月
（
常
勤
職
員
は
６
月
）

○
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
営
利
企
業
へ
の

従
事
等
の
制
限
の
対
象
外
だ
が
、
職
務
専
念
義
務
や
信
用
失
墜

行
為
の
禁
止
等
の
服
務
規
程
は
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
留
意

○
再
度
の
任
用
の
場
合
、
新
た
な
職
に
改
め
て
任
用
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
た
め
、
前
任
期
中
の
非
違
行
為
に
対
し
て
、
懲
戒
処

分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
前
任
期
中
の
非
違
行
為
が
現
在

の
職
に
必
要
な
適
格
性
を
欠
く
と
判
断
で
き
る
よ
う
な
場
合
に

は
、
分
限
処
分
の
対
象
と
な
り
得
る

適
用
さ
れ
る
服
務
規
定

・
服
務
の
根
本
基
準

・
職
務
に
専
念
す
る
義
務

・
服
務
の
宣
誓

・
政
治
的
行
為
の
禁
止

・
法
令
等
及
び
上
司
の
職
務
上

の
命
令
に
従
う
義
務

・
争
議
行
為
等
の
禁
止

・
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止

・
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
の
制
限

※
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
会
計
年
度

任
用
職
員
は
対
象
外

・
秘
密
を
守
る
義
務

1
0



再
度
の
任
用

ポ
イ
ン
ト

○
再
度
の
任
用
は
、
あ
く
ま
で
新
た
な
職
に
改
め
て
任
用
さ
れ
た
も
の
と
整
理
す
べ
き
で
あ
り
、
任
期
ご
と
に
客
観
的
な
能
力
実
証

に
基
づ
き
、
十
分
な
能
力
を
持
っ
た
者
を
任
用
す
る
こ
と
が
必
要

○
不
適
切
な
「
空
白
期
間
」
は
是
正
す
る
必
要

※
「
空
白
期
間
」
と
は
新
た
な
任
期
と
前
の
任
期
と
の
間
に
一
定
の
期
間
を
設
け
る
こ
と

再
度
の
任
用
の
位
置
づ
け

空
白
期
間
の
適
正
化

○
任
期
は
「
職
務
の
遂
行
に
必
要
か
つ
十
分
な
任
期
を
定
め
る

も
の
」
（
改
正
法
に
配
慮
義
務
規
定
）
で
あ
り
、
不
適
切
な
空

白
期
間
に
つ
い
て
は
、
是
正
す
る
必
要

※
任
用
さ
れ
て
い
な
い
者
を
事
実
上
業
務
の
従
事
さ
せ
る
場
合
、

公
務
上
重
大
な
問
題
を
生
じ
る
お
そ
れ
あ
り

【
不
適
切
な
空
白
期
間
の
例
】

・
退
職
手
当
や
社
会
保
険
料
等
を
負
担
し
な
い
よ
う
に

す
る
た
め

等

○
「
会
計
年
度
任
用
の
職
」
は
、
１
会
計
年
度
ご
と
に
そ
の

職
の
必
要
性
が
吟
味
さ
れ
る
「
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職
」
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

〇
再
度
の
任
用
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、
「
同
じ
職
の
任
期

が
延
長
さ
れ
た
」
、
「
同
一
の
職
に
再
度
任
用
さ
れ
た
」
と

い
う
意
味
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
新
た
な
職
に
改
め
て
任
用

さ
れ
た
も
の
と
整
理
さ
れ
る
べ
き
も
の

○
成
績
主
義
や
平
等
取
扱
い
の
原
則
を
踏
ま
え
れ
ば
、
繰
り
返

し
任
用
さ
れ
て
も
、
再
度
任
用
の
保
障
の
よ
う
な
既
得
権
が
発

生
す
る
も
の
で
は
な
い

→
任
期
ご
と
に
客
観
的
な
能
力
実
証
に
基
づ
き
、
十
分
な
能

力
を
持
っ
た
者
を
任
用
す
る
こ
と
が
必
要

○
「
職
務
の
遂
行
に
必
要
か
つ
十
分
な
任
期
」
を
定
め
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、
職
員
や
住
民
に
対
し
て
説
明
責
任
を
果
た
す

こ
と
が
必
要

○
仮
に
空
白
期
間
を
お
い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
地
方
公
務

員
共
済
制
度
の
適
用
、
厚
生
年
金
保
険
及
び
健
康
保
険
の
被

保
険
者
資
格
に
つ
い
て
は
、
勤
務
の
実
態
に
即
し
て
判
断
さ

れ
て
い
る

○
募
集
に
あ
た
り
、
任
用
の
回
数
や
年
数
が
一
定
数
に
達
し
て

い
る
こ
と
の
み
を
捉
え
て
、
一
律
に
応
募
を
制
限
す
る
こ
と
は

平
等
取
扱
い
の
原
則
や
成
績
主
義
の
観
点
か
ら
避
け
る
べ
き

再
度
の
任
用
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項

1
1



い
わ

ゆ
る
「昇

給
的

要
素
」

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
水
準

ポ
イ
ン
ト

○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
初
任
給
決
定
に
つ
い
て
は
、
職
務
経
験
等
の
要
素
を
考
慮
し
て
定
め
る
こ
と
が
適
当
。

○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
水
準
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
常
勤
職
員
の
給
料
表
に
紐
付
け
た
上
で
、
上
限
を
設
定
す
る
こ
と

が
適
当
。 会
計
年
度
任
用
職
員
の
初
任
給
決
定

○
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
と
類
似
す
る
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
初
号
給
の
給
料
月
額
を
基
礎

と
し
て
、
職
務
の
内
容
や
責
任
、
職
務
遂
行
上
必
要
と
な
る
知
識
、
技
術
及
び
職
務
経
験
等
の
要
素
を
考
慮
し
て
定
め
る
べ
き
。

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
水
準

会
計

年
度
任
用
職
員
の
分
類

具
体

的
職
種
の
例

給
与

水
準
決
定
時
の
留
意
事
項

会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
と
類

似
す
る
職
務
に
従
事
す
る

常
勤

職
員
が

団
体
内
に
存
在
す
る

事
務
補
助
職
員

当
該

類
似

す
る
職

務
に

従
事

す
る
常

勤
職

員
に

適
用

さ
れ

る
給

料
表

に
紐

付
い
た
給

料
水
準

を
設

定

上
限

に
つ
い
て
は

、
一

例
と
し
て
、
一

般
行

政
職

の
常

勤
職

員
の

大
卒

初
任

給
基

準
額

と
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ

る
。

専
門
職

（
保
育
士
、
看
護
師
等
）

民
間

の
給

与
水

準
等

も
踏

ま
え
、
そ
の

上
限

を
事

務
補

助
職

員
よ
り
も
高

く
設

定
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ

る
。

会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
と
類

似
す
る
職
務
に
従
事
す
る

常
勤

職
員
が

団
体
内
に
存
在
し
な
い

弁
護
士
等

他
団
体
の
給
料
表
や
国
の
俸
給
表
（
特
定
任
期
付
職
員
の
俸
給
表
等
）
を

参
考
に
給
与
水
準
を
定
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
等

職
務
給
の
原
則
、
均
衡

の
原

則
等

に
基

づ
き
、
地

域
民

間
企

業
に
お
け
る
同

一
又

は
類

似
の
職
種
の
状
況
、
職

務
の

内
容

や
責

任
の

程
度

、
在

勤
す
る
地

域
、
職

務
遂

行
上

必
要
と
な
る
知
識
、
技
術
及
び
職

務
経

験
等

の
要

素
を
考

慮
し
て
、
適

切
な
水

準
を
確

保

○
報
酬
水
準
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
と
同
種
の
職
務
に
従
事
す
る
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に

係
る
給
与
決
定
の
考
え
方
と
の
権
衡
等
に
留
意
の
上
、
職
務
の
内
容
や
責
任
、
在
勤
す
る
地
域
、
職
務
遂
行
上
必
要
と
な
る
知
識
、

技
術
及
び
職
務
経
験
等
の
要
素
を
考
慮
し
つ
つ
、
職
務
に
対
す
る
反
対
給
付
と
い
う
報
酬
の
性
格
を
踏
ま
え
て
定
め
る
べ
き
。
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会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
給
付
の
考
え
方
（
全
体
像
）

フ
ル
タ
イ
ム

パ
ー
ト
タ
イ
ム

給
付
体
系

給
料
・
旅
費
・
手
当
を
支
給
可
能

報
酬
・
費
用
弁
償
・
期
末
手
当
を
支
給
可
能

通
勤

手
当

○
○

　
（
費

用
弁

償
と
し
て
支

給
可

能
）

時
間

外
勤

務
手

当
※

１
○

○
　
（
報

酬
と
し
て
支

給
可

能
）

期
末

手
当

○
○

勤
勉

手
当

特
殊

勤
務

手
当

等
の

職
務

給
的

手
当

地
域

手
当

特
地

勤
務

手
当

へ
き
地

手
当

－

退
職

手
当

○
（
常

勤
職

員
の

勤
務

時
間

以
上

勤
務

し
た
日

が
1
8
日

以
上

あ
る
月

が
、
引

き
続

い
て
６
月

を
超

え
る
に
至

っ
た
者

）
－

初
任

給
調

整
手

当
△

医
師

等
に
限

り
、
支

給
す
る
こ
と
と
し
て
差

し
支

え
な
い

△
（
医

師
等

に
限

り
、
報

酬
水

準
に

加
味

す
る
こ
と
と
し
て
差

し
支

え
な
い
）

単
身

赴
任

手
当

等
そ
の

他
の

手
当

総
務

省
有

識
者

研
究

会
報

告
書

※
２
や

国
の

非
常

勤
職

員
の

取
扱

い
と
の

均
衡

等
を
踏

ま
え
、

支
給

し
な
い
こ
と
を
基

本
と
す
べ

き
も
の

－

※
２
　
「
地
方

公
務

員
の

臨
時

・
非

常
勤

職
員
及

び
任

期
付

職
員

の
任

用
等

の
在

り
方

に
関

す
る
研

究
会

」
報

告
書
で
は
、
通
勤
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、

期
末

手
当

及
び
退

職
手

当
（
フ
ル

タ
イ
ム
の

み
）
に
つ
い
て
適

切
に
支

給
す
べ

き
、
そ
の

他
の

手
当

は
今

後
の

検
討
課
題
と
す
べ
き
と
提
言
。

○
各

団
体

で
、
勤

務
形

態
、
職

務
の

内
容

や
責

任
、
手

当
の

趣
旨

等
に
留

意
し
つ
つ
、

地
域

の
実

情
等

を
踏

ま
え
支

給
を
判

断

○
（
報

酬
水

準
に
加

味
す
る
こ
と
と
し
て
差

し
支

え
な
い
）

※
１
　
宿
日

直
手

当
、
休

日
勤

務
手

当
、
夜

間
勤

務
手

当
を
含

む
。

各
団

体
に
お
け
る
「
期

末
手

当
」
の

定
着

状
況

等
を

踏
ま
え
た
上

で
の

検
討

課
題

と
す
べ

き
も
の

1
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会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
・
休
暇
等

ポ
イ
ン
ト

○
職
務
の
内
容
や
標
準
的
な
職
務
の
量
に
応
じ
た
適
切
な
勤
務
時
間
を
設
定
す
る
こ
と

○
国
の
非
常
勤
職
員
と
の
権
衡
の
観
点
等
を
踏
ま
え
、
必
要
な
休
暇
等
の
制
度
を
整
備
す
る
こ
と

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間

○
法
改
正
に
よ
り
「
フ
ル
タ
イ
ム
で
の
任
用
」
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
法
制
上
明
確
化

○
柔
軟
な
人
事
管
理
や
勤
務
条
件
の
改
善
に
よ
る
人
材
確
保
に
も
資
す
る
た
め
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
の
任
用
の
積
極
的
な
活
用
を
検
討

※
単
に
財
政
上
の
制
約
を
理
由
と
し
て
合
理
的
な
理
由
な
く
フ
ル
タ
イ
ム
で
の
任
用
を
抑
制
す
る
こ
と
は
、
適
正
な
任
用
・
勤

務
条
件
の
確
保
と
い
う
改
正
法
の
趣
旨
か
ら
不
適
切

会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
暇
等

○
「
労
働
基
準
法
」
及
び
「
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
勤
労
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
」
の
規
定
や

国
の
非
常
勤
職
員
と
の
権
衡
（
地
方
公
務
員
法
第
２
４
条
第
４
項
）
の
観
点
を
踏
ま
え
、
必
要
な
休
暇
等
の
制
度
を
確
実
に
整
備

※
「
人
事
院
規
則
１
５
－
１
５
（
非
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
）
」
に
定
め
ら
れ
て
い
る
国
の
非
常
勤
職
員
の
休
暇

■
有
給
の
休
暇

年
次
休
暇
、
公
民
権
の
行
使
、
官
公
署
へ
の
出
頭
、
災
害
、
災
害
等
に
よ
る
出
勤
困
難
、
災
害
時
の
退
勤
途
上
危
険
回
避
、
親
族
の
死
亡

■
無
給
の
休
暇

産
前
・
産
後
、
保
育
時
間
、
子
の
看
護
、
短
期
の
介
護
、
介
護
、
生
理
日
の
就
業
困
難
、
負
傷
又
は
疾
病
、
骨
髄
移
植

○
「
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
く
育
児
休
業
や
部
分
休
業
は
、
一
定
の
条
件
（
例
：
①
引
き
続
き
１
年

以
上
在
職
。
②
子
が
１
歳
６
か
月
に
達
す
る
日
ま
で
に
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
及
び
引
き
続
き
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な

い
。
③
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
日
数
以
上
の
勤
務
）
を
満
た
す
会
計
年
度
任
用
職
員
に
も
適
用
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